
  

 

 

 

 

（ 件 名） 令和８ 年度 道路管制センタ ー及び総合技術センタ ー  

一般廃棄物処理業務 
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令和８ 年２ 月 

東日本高速道路株式会社 関東支社 

 

 

 
 

  



１. 総則  

（１）適用の範囲 

本仕様書は、東日本高速道路株式会社 関東支社（以下、「発注者」という。）が

行う「令和８年度 道路管制センター及び総合技術センター 一般廃棄物処理業務」

（以下、「本業務」という。）に適用するものとする。 

なお、業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」、その他関連法等を遵守して処分を行うものとする。 

（２）契約の範囲  

この仕様書に記載される本業務（２.業務内容等）に付帯する全てを契約の範囲とす

る。 

（３）履行場所  

埼玉県さいたま市岩槻区加倉２６０  

東日本高速道路株式会社 総合技術センター ゴミ集積所（位置は別紙１） 

東日本高速道路株式会社 関東支社 道路管制センター ゴミ集積所（位置は別 

紙２） 

（４）履行期間  

本業務の履行期間は、令和８年５月１日から令和１０年４月３０日までとする。 

（５）監督員等  

契約書第３条に定める監督員は、東日本高速道路株式会社 関東支社 総合企画部 

総務課長とする。 

補助監督員は、東日本高速道路株式会社 関東支社 管理事業部 交通管理課長と

する。 

 

２. 業務内容等 

（１）作業計画の策定 

  本業務の作業にあたって、発注者は、監督員と協議の上、業務に支障が生じないよ

う計画すること。 

（２）業務内容 

受注者は、下記の事業系ごみを、指定集積所から下記の頻度で収集・運搬し、適切に 

処分するものとする。 

○ 可燃ごみ 月・火・水・木・金曜日の週５日回収 

○ 資源ごみ 月・水・金曜日の週３日回収【缶・瓶・ペットボトル・古紙類】 

※年始（１月１日～３日まで）を除く日。 

※回収日の変更については、監督員との協議の上決定するものとする。 

受注者は、一部完了届（様式第１号）と、実処分数量を記載した廃棄物収集運搬実施 

日報報告書（様式第２号）を、履行月の翌月第５営業日までに提出するものとする。 

発注者は、受注者から数量の報告を受けたときは、数量と金額を検査のうえ確定する 



ものとする。 

（３）予定数量 

  下記のとおりとする。ただし、予定数量は収集運搬処理数量を保証するものではない。 

    ○可燃ごみ 

８７，５００ｋｇ 

○資源ごみ 

 缶・・・・・・・・ ４，２００ｋｇ 

 瓶・・・・・・・・ １，０００ｋｇ 

 ペットボトル・・・１１，６００ｋｇ 

 古紙類・・・・・・２７，７００ｋｇ 

（４）収集車等 

  受注者は、履行場所から運搬中に飛散・流出を防止するための措置を講じた車両（一

般廃棄物収集運搬業の許可申請時に登録済の車両）を使用すること。 

（５）資料提供 

  受注者は、発注者が「事業系一般廃棄物減量等計画書」を作成するにあたって必要

となる、廃棄物の資源化率を示す資料等を提供するものとする。 

（６)身分証明書の携行  

受注者は本業務の履行中、身分証明書を携行しなければならない。 

（７）その他  

本業務に係る作業員等人件費・回収に必要な備品費・消耗品等、全ての経費が本契

約に含まれるものとする。 

 

３. 事故防止と補償  

本業務実施にあたっては、関係法令等を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期す

るものとする。受注者の責に帰すべき事由により、下記の事故が発生した時は、直ち

に監督員に報告するとともに、受注者は発注者または第三者に対し、賠償、修繕また

は弁償を行うこと。 

（１）発注者社員、受注者各関係者及び作業員の人身事故 

（２）搬入出物品に対する損傷、紛失等の事故 

（３）その他作業において、受注者の管理責任に基づく事故 

 

４. 秘密保持事項  

（１）目 的  

業務を遂行するため、秘密情報及び個人情報の取り扱いに関して、以下のとおり定

めるものとする。  



（２）定 義  

秘密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。  

一 「秘密情報」とは、発注者が保有する資料、データ、報告書等で、発注者が秘密

情報に指定し、その旨の表示がなされているものをいう。 

二 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1

項に規定する情報をいう。  

三 「秘密情報」及び「個人情報」は、文章・図面・電磁的記録等の保存媒体の如何

を問わない。 

（３）目的外使用の禁止  

受注者は、発注者から提供された秘密情報及び個人情報を本業務の目的以外に使用

してはならない。  

（４）適切な管理  

受注者は、本業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報について漏えい、滅失ま

たはき損の防止その他安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。  

また発注者が求めた場合、受注者は「安全管理に必要かつ適切な措置」について定

めた情報管理基準を提示しなければならない。  

（５）資料の持ち出しの禁止  

秘密情報及び個人情報は、物的移動（複製物を作成し、複製物を移動させる場合も

含む）、磁気的・電子的・ネットワーク的移動等方法の如何にかかわらず、無断で持

ち出してはならない。  

（６）守秘義務  

受注者は、本業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示または漏えい

してはならない。ただし、下記の項目に該当するものは、この限りではない。 

一 この契約への違反によらず公知であるか、または入手後公知となった情報 

二 対手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

三 当該業務と無関係に、当事者が知っていた情報 

四 相手方の書面による同意を得て開示された情報 

五 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる

情報 

（７）契約期間終了後の取扱い  

受注者は、本業務の契約期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載また

は記録された文書、図面、電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還

し、返還が不可能または困難な場合には、発注者の指示に従って、当該媒体を消去ま

たは廃棄しなければならない。  

なお、秘密保持にかかる規定は、法令の定めにあるものを除き、履行期間終了後も

有効とする。 

（８）電磁的記録媒体等の取扱い  



本業務に必要な情報等を電磁的記録媒体等へ保存する際には、書込み後に追加の書

き込みができないような措置を講じたうえで厳重に保管しなければならない。  

また、電磁的記録媒体等を廃棄する場合には物理的に破壊または破砕するものと

し、送付する場合には、破損防止のために必要な措置を講じなければならない。  

（９）第三者への委託を行う場合の取扱い 

  受注者は、発注者の承諾がない限り、秘密情報又は個人情報の処理に係る当該業務

等の一部を第三者に委任または請け負わせてはならない。なお、発注者の承諾を得て

当該業務の一部を第三者に委任または請け負わせた場合には、受注者は当該第三者に

対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について、本購入における受注者の義

務と同様の義務を負わせるものとする。 

（１０）調査及び報告 

  発注者は、受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的とし

て、必要な範囲で本購入の履行場所に立ち入り、調査を行うことができる。 

受注者は、監督員から秘密情報及び個人情報の管理状況について報告が求められた時

には、速やかに監督員に必要事項を報告しなければならない。 

（１１）事故時の対応 

  受注者は、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損その他の事

故が発生した場合には、直ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとす

る。なお、監督員は、受注者に対し問題の対処に必要な措置を求めることができる。 

（１２）事故時の責任分担 

  受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅

失または毀損その他の事故が発生し、これにより発注者または第三者への損害が生じ

た場合には、受注者は、発注者または第三者に対し、その損害の責を負うものとす

る。 

 

６．検査 

検査は、発注者が指定した検査員により実施する。 

 

７．代金の支払方法 

検査合格後、受注者より請求書を受領した日から３０日以内に銀行振込により支払い

を行う。 

 

８. その他  

本仕様書及び契約書に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、発注者

と受注者が協議して定めるものとする。 

 

以 上 







様式第１号 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社関東支社 

支社長  松坂 敏博 殿 

 

 

 

 

住 所  

会社名  

代表者  

 

 

 一  部  完  了  届  

 

（件名） 令和８年度 道路管制センター及び総合技術センター 一般廃棄物処理業務   

 

         標記業務令和●年●月分を完了したので、お届けします。 

 

 

 

以 上 

 



様式第２号

ｋｇ

日 曜日 可燃ごみ
資源ごみ
（缶）

資源ごみ
（瓶）

資源ごみ
（ペットボ

トル）

資源ごみ
（古紙類）

1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
合計

廃棄物収集運搬実施日報報告書

  令和   年   月   日

令和  年  月  管制センター or 総合技術センター


